
改善基準告示解説セミナーのご案内 

 

2024 年４月から適用される自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）

について、事業者において改正内容に円滑な対応が行えるよう、今般の改正内容や事業者が取り

組むべき内容等について解説する標記セミナーを開催いたします。 
 

講演内容： ① 改善基準告示改正の趣旨 ②改善基準告示の改正内容の解説 等 

講   師： 株式会社ＮX 総合研究所 シニア・コンサルタント 金澤 匡晃 氏 

日 時 等： ① 研修センター：令和 5 年 12 月 6 日(水)  13：30～15：00  定員 112 名 

           住所：〒420-0961 静岡市葵区北 2092-2 

※研修センターには自動販売機がありませんので、ご了承願います。 

② 東部支部：令和 5 年 12 月 7 日(木)  13：30～15：00  定員 60 名 

           住所：〒410-0011 沼津市岡宮 1277-6 

③ 西部支部：令和 5 年 12 月 12 日(火) 13：30～15：00  定員 80 名 

           住所：〒431-3112 浜松市東区大島町 620 

※すべて同じ内容となっていますので、最寄りの会場をお選びください。 

参 加 費： 無料 

主   催： 公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人静岡県トラック協会 

申込方法： （1）ＷＥＢ申込（必要事項を入力すると受付のメールが届きます） 

 

（2）ＦＡＸ申込 

裏面の参加申込書に必要事項を記入し、静岡県トラック協会業務部あて 

（FAX 番号：054-283-1917）ＦＡＸしてください。 

申込期限： 令和 5 年 11 月 30 日（木）【全会場共通】 
 

 

 

当日のセミナー終了後、静岡働き方改革推進支援センター派遣の社会保険労務士が会場内に相談ブースを設置し、個別

相談会を開催します。改善基準告示はもとより、日々の労務管理のなかで感じている疑問や不安、お悩みがございましたらご相

談に応じますので、お気軽にご利用ください。お申し込みは、裏面のセミナー申込書によりお願いいたします。 

申込書は裏面です➡ 

（一社）静岡県トラック協会 

社会保険労務士による「個別相談会」 同時開催！ 

 



改善基準告示解説セミナー申込書 

（兼 個別相談申込書） 

 

セミナー参加申込（FAX 用） ＊印は必須項目です。 

＊会場（○をつけてください） 研修センター(12/6) ･ 東部支部(12/7) ･ 西部支部(12/12) 

＊事業所名： ＊電 話 番 号 ： 

e-mail： ＊FAX 番 号 ： 

＊氏 名 ： 役 職 ： 

※受講可能の場合は余白に｢協会受付印｣を押印のうえFAXにより返信しますので､セミナー当日は本票をご持参ください｡ 

 

 

□セミナー終了後の 「個別相談会」に申し込む  ※申し込む場合は☑を入れてください。 

相談時間：     ①15：00～15：30     ②15：30～16：00 

※個別相談会は、1 会場につき定員 4 社（1 社につき 30 分）です。なお、お申込みは先着順となります。 

ご希望に沿えない場合がありますので、ご容赦願います。 

※相談時間帯に○を付して返信いたします。 

 

相談内容（任意） 

 

 

 

 

※事前に相談内容を記載いただくとスムーズに相談会が進められますので、ご協力お願いいたします。 

 

申込期限：令和 5 年 11 月 30 日（木） 


